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建設業法をはじめとする各種関係法令により、請負業者は工事現場における標識類の掲

示が義務付けられています。 
 工事現場に掲げる必要がある又は望ましい標識類をまとめましたので、現場のパトロー
ル等でご活用ください。 
 本資料の掲載した標識類は、一般的な工事現場で掲示が必要とされる資料となります。こ
の他にも、各現場の施工状況により、法令等で掲示が義務付けられている標識又は望ましい
標識がある場合は、適宜、掲示してください。 
 なお、掲示をする際は最新版の様式を使用してください。 

１工事現場に掲げる標識類（必須） 

 （１） 建設業の許可 

 

掲示場所：工事現場の公衆の見やすい場所 
標識寸法：縦 25cm 以上×横 35m 以上 
掲示根拠： 
・建設業法第 40 条 
・建設業法施行規則第 25 条 1、2 
留意事項 
・「専任の有無」は、専任の場合は「専任」、専任していない場合は「非

専任」と記載。  
・「資格者証交付番号」は、監理技術者が専任の場合、資 格者証の交

付番号を記載。  
・「許可を受けた建設業」は、当該工事現場で行っている 工事で許可

を受けた建設業を記載。 
（２）労災保険関係成立票  

 

掲示場所：事業場の見やすい場所 
標識寸法：縦 25cm 以上×横 35cm 以上 
     地色：白 文字：黒 
掲示根拠： 
・労働者災害補償保険法施行規則第 49 条 
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第 77 条 
留意事項： 
「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に 記載した氏
名とする。工事関係者が見やすい場所及び公衆の 見やすい場所（両方
を兼ねることも可）。 

参 考 



（３）施工体系図 

  

掲示場所：工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所（両方
を兼ねることも可） 

標識寸法：規定なし（読みやすい大きさにすること） 
掲示根拠： 
・建設業法第 24 条の８第 4 項 
・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法 律第 15 条第１  
 項 
 
 

（４）下請負人に対する通知（下
請契約のある工事） 

  

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識寸法：規定なし（読みやすい大きさにすること） ：  
掲示根拠：建設業法施行規則第 14 条の 3 
留意事項： 
再下請負通知書の提出については、掲示とともに下請負人へ書面によ
る通知が必要。 

（５）建設業退職金共済（建退共）
制度適用事業主の現場標識 

 

掲示場所：現場事務所や工事現場の出入口など見やすい場所 
標識寸法：大（A3）・小（A4）のシールいずれか 
掲示根拠： 
・建退共制度改善方策について（労働省、建設省、建 退共本部）

H11.3.18  
・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置 に関する指針

5(5) 

（６）緊急時連絡先 

 

掲示場所：現場事務所や工事現場の出入り口など 
表示内容：関係連絡先、現場代理人等の電話番号を記載する（記入場

所の指定なし）  
標識寸法：規定なし（確認しやすい大きさ） 
掲示根拠： 
・土木工事安全施工技術指針第 1 章第 4 節工事現場管理 5(3) 
・労働安全衛生規則第 642 条の 3 



（７）作業主任者専任表示板 

  

掲示場所：現場事務所や工事現場の出入り口などの見やすい場所 
標識寸法：規定なし（読みやすい大きさにすること） 
掲示根拠： 
・労働安全衛生法第 14 条 
・労働安全衛生法施行令第 6 条 
・労働安全衛生規則第 18 条 

（８）再生資源使用促進計画書

 

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識寸法：規定なし（確認しやすい大きさ） 
掲示根拠： 
・建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の

促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第 8 条第 8 項 

（８）建設基準法による確認表示
板（建築工事） 

 

掲示場所：公衆の見やすい場所 
標識寸法：縦 25cm 以上×横 35cm 以上 
掲示根拠： 
・建築基準法第 89 条第 1 項  
・建築基準法施行規則第 11 条 
 

（９）解体工事業者登録票（解体
工事） 

 

掲示場所：公衆の見やすい場所 
標識寸法：縦 25cm 以上×横 35cm 以上 
掲示根拠： 
・建設業法第 40 条  
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 33 条 
留意事項； 
解体工事を営もうとする者は、当該業を営もうとする区域を管轄する
都道府県知事の登録を受けなければならないが、建設業許可（解体工
事業(工作物の解体)、土木工事業(土木工作物の解体)又は建築工事業
(建築 物の解体)）を有している場合は、登録の必要はなし。 



  

（１０）産業廃棄物の保管場所の
掲示 

 

掲示場所：保管施設の出入り口等、見やすい場所 
標識寸法：縦及び横それぞれ 60cm 以上 
掲示根拠： 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 8 条及び同条の 13 
 
※保管場所周囲には囲いを設ける 
※面積が 300 ㎡以上である場所で行われる保管については、産業廃棄
物の事業場外保管届出が必要。 

（１２）石綿（アスベスト）を使用
した建築物の解体等工事 
（届出対象、届出対象外） 

  

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識寸法：A3（297mm×420mm）以上 
掲示根拠： 
・大気汚染防止法施行規則第 16 条の４ 
 

（１３）石綿除去等工事及び事前
調査結果の掲示 
（石綿なし、レベル１～３） 

 

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識寸法：A3（297mm×420mm）以上 
掲示根拠： 
・大気汚染防止法第 18 条の 15 第５項 
・石綿障害防止規則第３条第３項 
 
 

（１４）その他 必要に応じて工事現場の見やすい場所に掲示する 



 

２ 現場掲示が望ましい標識類（例） 

 （１）有資格者掲示の例 

 

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識内容： 
・就業制限業務及び特別教育を必要とする業務に従事する者を表示す

る。 
・当該工事の中の該当作業に対する有資格者の提示をする。  
標識寸法：規定なし（確認しやすい大きさ） 
掲示根拠： 
・労働安全衛法第 59 条第 3 項 
・労働安全衛生法第 61 条 
・労働安全衛生法施行令第 20 条 
・労働安全衛生規則第 36 条 

（２） 道路使用許可証 

 

掲示場所：工事現場の見やすい場所 
標識寸法：写し等で、確認しやすい大きさ  
 


